
中小物流事業者の労働生産性向上事業

テールゲートリフター等導入等支援 のご案内

物流効率化等推進事業費補助金

補 助 対 象 者

補 助 対 象 事 業 別 補 助 率

※設備・システムごとに補助上限額を設定しています。詳細は専用ホームページまたは公募要領をご確認ください。

事業区分 対象経費の例 補助率

車両の効率化設備の導入等
テールゲートリフター、トラック搭載型クレーン、
2段積みデッキ、ダブル連結トラック 1/4

業務効率化事業 物流連携最適化システム、業務効率化システム 1/2

経営力強化事業 原価管理システムの導入、M＆A 1/2

人材確保・育成等事業 求人活動、資格取得、大型免許等の取得等 1/2

対象者

事業区分

中小貨物自動車
運送事業者

中小貨物利用運
送事業者

荷主・
倉庫業者・

元請運送事業者

リース
事業者

人材育成
機関等

車両の効率化設
備の導入等

○ 〇

業務効率化事業 ○ 〇 〇

経営力強化事業 ○ 〇

人材確保・育成
等事業

○ 〇

本事業は、中小物流事業者の生産性向上を図り、賃上げや人材の確保・

育成を促進するため、車両の効率化設備の導入、業務効率化・経
営力強化及び人材確保育成に資する取組を支援し、持続可能な物
流体制の構築を目指すものです。

※事業区分のうち対象経費ごとに補助対象事業者を設定しています。
 詳細は専用ホームページまたは公募要領をご確認ください。



業務効率化
(データ連携・可視化)

経営力強化
(経営基盤の強化・事業

拡大)

人材確保・育成

具 体 的 な 取 組 イ メ ー ジ

令和8年6月8日（月） 14時～
同年7月24日（金） 17時 

必着

申 請 受 付 期 間

令和8年2月7日から申請日
までに導入完了したものが対象

※先着順（予算上限に達し次第終了）

導 入 対 象 期 間

株式会社日本能率協会コンサルティング
テールゲートリフター等導入等支援 事務局

tgl-chushou@jmac.co.jp

 080-9320-3562  （予備）080-6979-8962

お問い合わせ先

車両の効率化設備の導入
(荷役作業の省力化、

積載効率向上)

事 業 の 要 件

【応募要件】
・原則として中小企業者を対象とする
(※業務効率化事業の一部は荷主・倉庫業者・元請運送事業者など広く対象）

・他の国庫補助金との重複受給不可
・令和８年２月７日以降の導入が対象

※各事業区分には個別の応募要件があります。詳細はホームページと公募要領をご確認ください。

※本事業における「中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項に基づき、資本金3億円以下または従業員数
300人以下の事業者を指します。

申請に当たっての注意点、補助対象要件、申請書類等の詳細は専用ホームページを必ずご確認ください。

専用ホームページURL ： https://meet.jmac.co.jp/tgl-chushou-r8 専用ホームページ
QRコード

ホームページから申請書類をダウンロードしていただき、オンラインでフォームにてご申請ください。

ホームページへアクセス 申請書類をダウンロード 申請書類を申請システムに送信

申 請 方 法
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